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新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種において使用されるワクチン等

の移送用車両に係る駐車規制からの除外等について（通達）

新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種において使用されるワクチン及びそれ

に付随する注射器等（以下「ワクチン等」という ）の移送については、医療機関及び地。

方自治体並びにこれらから委託を受けた道路運送法（昭和26年法律第183号）第78条第３

号に規定する許可を受けた道路運送事業者（同号に規定する許可を受けた医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第34条第

３項に規定する卸売販売業者を含む ）等（以下「医療機関等」という ）が行うこととな。 。

るところ、移送先の施設に駐車場がない場合等には、ワクチン等を移送する用務の公益性

及び緊急性から、当該用務に使用される車両（以下「移送用車両」という ）を当該施設。

付近の道路上に駐車せざるを得ない状況が想定されるため、別添１の厚生労働省からの依

、 、 。頼を受け 下記のとおり対応することとしたので 事務処理上遺漏のないようにされたい

記

１ 対応方針

道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という ）第４条第２項の規定により。

駐車規制の対象から除外する車両を定める都道府県公安委員会規則の規定を柔軟に解釈

し、移送用車両について、当該規定により、駐車規制の対象から除外する車両として取

り扱うこと。例えば、都道府県公安委員会規則において 「感染症の予防に関し必要な、

措置のために使用中の車両」を駐車規制の対象から除外する車両とする旨の規定が設け

られていれば、当該規定を、当該規定が設けられていない場合で 「人命救助等のため、

に使用中の車両」を駐車規制の対象から除外する車両とする旨の規定が設けられていれ

ば、当該規定を、それぞれ適用すること。

一方、こうした規定が設けられていない場合には、法第45条第１項ただし書の規定に

より、移送用車両について、移送先の施設付近の道路上における駐車を許可すること。

この場合において、許可の日時及び場所の特定に当たっては、ワクチン等を移送する用

務の公益性及び緊急性を踏まえて柔軟に対応すること。

２ 申請手続等の合理化等

(1) 申請書類の簡素化及び一括受理



厚生労働省との取決めにより、医療機関等の申請者は、移送用車両であることを疎

明する資料として、別添２の「新型コロナウイルスワクチン等の移送に係る証明書」

（以下単に「証明書」という ）を申請書に添付することとされているところ、申請。

者に提出を求める申請書類については、ワクチン等を移送する用務の公益性及び緊急

性を踏まえて、全国の斉一性を図るため、都道府県公安委員会規則の定めにかかわら

ず、申請書、申請車両の自動車検査証の写し及び証明書のみとすること。ただし、申

請車両が複数台の場合には、その一覧を申請書に添付させることとし、一括して申請

を受理すること。

(2) 審査及び交付手続

前記(1)の申請書類に不備がないことを確認できれば、原則として、申請を受理し

た当日中に標章又は駐車許可証を交付すること。

３ 留意事項

(1) 駐車規制からの除外手続における留意事項

「人命救助等のために使用中の車両」を駐車規制の対象から除外する車両とする旨

の規定を適用する場合において、都道府県公安委員会規則上、標章の掲示が不要であ

ったとしても、誤検挙防止のため、標章を交付すること。

(2) 警察署長の駐車許可手続における留意事項

複数の警察署の管轄区域にまたがる場合には、申請者の求めに応じ、申請の受理並

びに駐車許可証の交付及び返納手続を一の警察署で一括して行うこととし、関係警察

署間における連携を密にすること。

(3) その他の留意事項

ア 申請者に標章又は駐車許可証を交付する際は、都道府県公安委員会規則の定めに

基づき、現場で警察官の指示があった場合はこれに従うこと、ワクチン等の移送以

外の用務における使用禁止、他人への譲渡・貸与の禁止等について指導するととも

に、有効期限が経過したときやワクチン等を移送する用務が終了したとき等の速や

かな返納について遵守させるなど、適正な運用に努めること。

イ 取締り部門との連携を密にし、移送用車両に係る誤検挙やトラブルの防止に努め

ること。

～別添省略～
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